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１ 覚書締結式について 

(1) 日 時 平成29年２月20日（月） 午前10時30分から午前11時00分まで 

(2) 場 所 横浜市庁舎 ５階 会議室（緊急対策チーム室） 

（住  所） 横浜市中区港町１－１  

（アクセス） ＪＲ根岸線関内駅から徒歩１分 

       横浜市営地下鉄関内駅から徒歩３分 

(3) 出席者 東京都公営企業管理者 水 道 局 長   醍醐 勇司 

横浜市水道事業管理者 水 道 局 長   山隈 隆弘 

川崎市上下水道事業管理者        金子 正典 

(4) 取材受付 当日、会場にて午前10時15分より受付を行います。 

 

２ 覚書に基づく協力事項 

三事業体は、原則として、首都圏（公益社団法人日本水道協会関東地方支部内）の水道事業体か

ら要請を受け、支援事業を行います。実施に当たっては、三事業体が連携して以下の取組を推進し

ていきます。 

○ 水道事業体からの支援要請に基づき、三事業体が有するノウハウ・技術力等を活用した支援

を実施します。 

○ 支援事業の実施に当たり、「国内貢献プラットフォーム」を三事業体で設置し、支援要請の受

付窓口を開設するとともに、三事業体が実施した支援内容の情報共有や支援メニューのブラ

ッシュアップに向けた協議及び検討等を行っていきます。 

○ 三事業体は、その取組を関東地方支部内のみならず、日本水道協会と連携し、全国の水道事

業体に対して適宜、情報発信していきます。 

 

 

同時投函（都庁記者クラブ、横浜市政記者会、横浜ラジオ・テレビ記者会、川崎市政記者クラブ） 

首都圏における大規模水道事業体である東京都水道局、横浜市水道局、川崎市上下水道局（以下、

「三事業体」という。）は、三事業体が連携し、広域化をはじめとする水道事業の基盤強化に資す

る、首都圏の水道事業体への支援を試行実施していくこととしました。このたび、「国内水道事業

体に対する支援事業に関する覚書」を締結することになりましたので、お知らせします。 

なお、大規模水道事業体の連携による、他の水道事業体への支援事業に関する覚書の締結は全国

初です。 

 

 

 

裏面あり 

 東京都、横浜市、川崎市が連携し、首都圏の水道事業体への支援を実施します！ 

 



３ 締結に至った背景 

全国各地の水道事業体では、水道施設の老朽化が進行する一方、計画的な更新や耐震化に遅れが

見られるとともに、人口減少に伴う料金収入の低迷、職員数の減少や職員の高齢化などにより技術

の維持・継承が困難となることなど、様々な課題を抱えています。 

特に、人材や財政基盤が脆弱な中小規模の水道事業体においては、将来にわたり持続可能な水道

事業の運営に向けた経営基盤の強化が課題となっています。 

こうした状況を踏まえ、厚生労働省では課題の解決策として、適切な資産管理の推進や、広域連

携、官民連携の推進等を掲げ、水道法の改正を検討しています。また、日本水道協会においても、

水道事業の広域化等を推進するための新たな支援体制の構築を検討しています。 

東京都は多摩地域事業統合、横浜市はＰＦＩを活用した浄水場の再整備、川崎市は将来の水需要

に合わせた浄水場の集約・再編（ダウンサイジング）などの実績を有しており、三事業体は、水道

事業の経営基盤強化に向けた取組をそれぞれ経験しています。このたび、三事業体は、「国内水道

事業体に対する支援事業に関する覚書」を締結し、これまで培ってきたノウハウ・技術力等を活用

し、連携して他事業体への支援を推進していくことといたしました。 

４ 取組の概要 

(1) 実施スキーム（イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 主な支援内容 

これまでの主な実績をもとに、広域化等経営基盤強化に向けた支援を実施していきます。 

 広域化等経営基盤強化に資する主な実績に基づく支援内容 

東京都 多摩地域統合のノウハウを活用した事業統合支援 

横浜市 公民連携（ＰＦＩを活用した施設整備）実施に向けた支援 

川崎市 浄水場の集約・再編（ダウンサイジング）に向けた支援 

※この他、経営・技術課題解決に向けた支援として、多様な環境に応じた施設整備・維持管理・水道 

管工事等の技術支援（東京都）、横浜ウォーター株式会社と連携した財政計画策定支援等の経営支 

援や水道実務研修（横浜市）、漏水事故対応に係る技術支援（川崎市）などを実施することが可能 

(3) 支援開始 

平成29年度から支援事業を順次展開（予定） 

 

 
お問合せ先 

東 京 都 水 道 局 総務部経営改革推進担当課長 小澤 常裕  TEL 03-5320-6324 

横 浜 市 水 道 局 事業推進部担当課長（調整担当） 村上 佳江  TEL 045-633-0116 

川崎市上下水道局 水道部水道管理課長 筒井 武志  TEL 044-200-3145 

 

全国の 

水道事業体 

取組の発信 

日本水道協会関東地方支部内の他の水道事業体 

 

東 京 都 横 浜 市 

  

川 崎 市 

国内貢献プラットフォーム 

 

取組の発信 

情報 

共有 日本水道 

協会 
 【主な活動内容】 

① 受付窓口を設置し、相談を一括受付 

② プラットフォーム内で各事業体の特性や得意分野に応じて案件を調整・振分 

③ 要請元の水道事業体への相談対応・支援 

④ 各事業体が実施した支援内容を共有、検証、支援メニューのブラッシュアップ 

要請 支援 


